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国　税／�平成27年分所得税の確定申告
� 2月16日～3月15日

� （還付申告は申告期間前でも受け付けられます）
国　税／�贈与税の申告� 2月1日～3月15日
国　税／�1月分源泉所得税の納付� 2月10日
国　税／�12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 2月29日
国　税／�6月決算法人の中間申告� 2月29日
国　税／�3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 2月29日
国　税／�決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付� 2月29日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付

� 市町村の条例で定める日

2 2016（平成28年）

振替納税　金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法。振替日は法定納期
限より遅く、平成27年分確定申告の振替日は、申告所得税・復興特別所得税が平成28年
４月20日、個人事業者の消費税・地方消費税が同年４月25日です。ただし、残高不足で振
替納税できない場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかるので注意が必要です。

ワン
ポイント

うめ

◆  2 月 の 税 務 と 労 務 2月 （如月）FEBRUARY

11日・建国記念の日
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２月号─2

　

女
性
が
、
希
望
に
応
じ
て
十
分
に

能
力
を
発
揮
し
、
活
躍
で
き
る
職
場

環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
平
成
二
十

七
年
八
月
に
「
女
性
の
職
業
生
活
に

お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

（
女
性
活
躍
推
進
法
）
が
成
立
し
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
平
成
二
十
八

年
四
月
一
日
か
ら
、
労
働
者
数
三
百

一
人
以
上
（
注
１
）
の
事
業
主
は
、
女
性

の
活
躍
推
進
に
向
け
た
行
動
計
画
の

公
表
な
ど
が
新
た
に
義
務
付
け
ら
れ

ま
す
（
注
２
）。

（
注
１
）　

パ
ー
ト
労
働
者
や
契
約
社

員
で
あ
っ
て
も
、
一
年
以
上
継
続

し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
事

実
上
期
間
の
定
め
が
な
く
雇
用
さ

れ
て
い
る
者
も
人
数
に
含
ま
れ
ま

す
。

（
注
２
）　

三
百
人
以
下
の
事
業
主
は

努
力
義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
　
概
要

　

女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
き
事
業

主
が
行
う
こ
と
は
次
の
三
点
で
す
。

①　

自
社
の
女
性
の
活
躍
に
関
す
る

状
況
把
握
・
課
題
分
析

②　

①
の
課
題
解
決
の
た
め
の
数
値

目
標
と
取
組
内
容
等
を
盛
り
込
ん

だ
行
動
計
画
の
策
定
・
届
出
、
労

働
者
へ
の
周
知
、
外
部
へ
の
公
表

③　

自
社
の
女
性
の
活
躍
に
関
す
る

情
報
の
公
表

　

な
お
、行
動
計
画
の
届
出
を
行
い
、

女
性
の
活
躍
推
進
に
関
す
る
取
り
組

み
の
実
施
状
況
が
優
良
な
事
業
主
に

つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
、
厚
生
労

働
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
、
認
定
を
受
け
た
企
業
は
、
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
認
定
マ
ー
ク
を

商
品
な
ど
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

そ
れ
で
は
、
実
施
事
項
を
個
々
に

見
て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
。

　
二
　
状
況
把
握
・
課
題
分
析

　

二
十
五
の
項
目
（
四
つ
の
基
礎
項

目
と
二
十
一
の
選
択
項
目
）
に
基
づ

い
て
、
自
社
の
女
性
の
活
躍
状
況
を

把
握
し
、
課
題
分
析
を
行
い
ま
す
。

　

項
目
の
中
に
は
、
適
切
な
課
題
分

析
の
観
点
か
ら
、雇
用
管
理
区
分（
職

種
、
資
格
、
雇
用
形
態
、
就
業
形
態

等
の
労
働
者
の
区
分
）
ご
と
に
把
握

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。

㈠
　
基
礎
項
目

　

次
の
①
か
ら
④
に
掲
げ
る
女
性
の

活
躍
状
況
は
必
ず
把
握
し
、
課
題
分

析
を
行
い
ま
す
。

①　

採
用
者
に
占
め
る
女
性
比
率

　
　
「
採
用
者
」
に
は
、
中
途
採
用

者
も
含
み
ま
す
。

②　

男
女
の
平
均
勤
続
年
数
の
差
異

　
　
「
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契

約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
」
お

よ
び
「
同
一
の
使
用
者
と
締
結
し

た
労
働
契
約
期
間
を
通
算
し
た
期

間
が
五
年
を
超
え
る
労
働
者
」
の

勤
続
年
数
を
基
に
把
握
し
ま
す
。

③　

労
働
時
間
の
状
況

　
　

労
働
者
一
人
当
た
り
の
各
月
の

時
間
外
労
働
お
よ
び
休
日
労
働
の

合
計
時
間
数
等
の
労
働
時
間
の
状

況
を
い
い
ま
す
。

④　

管
理
職
に
占
め
る
女
性
比
率

㈡
　
選
択
項
目

　

選
択
項
目
は
、
基
礎
項
目
の
状
況

把
握
・
課
題
分
析
の
結
果
、
事
業
主

に
と
っ
て
課
題
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
事
項
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
原

因
の
分
析
を
深
め
る
こ
と
が
望
ま
し

く
、
そ
の
際
に
活
用
す
る
こ
と
が
効

果
的
な
項
目
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も

の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
部
を

取
り
上
げ
ま
す
。

①　

男
女
別
の
採
用
に
お
け
る
競
争

倍
率

　
　

応
募
者
数
を
採
用
者
数
で
除
し

て
得
た
数
を
い
い
ま
す
。
採
用
選

考
の
過
程
で
性
別
に
よ
り
採
用
が

さ
れ
に
く
い
と
い
っ
た
事
情
が
な

い
か
否
か
を
把
握
す
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
項
目
で
す
。

②　

雇
用
す
る
労
働
者
お
よ
び
指
揮

命
令
下
で
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働

者
に
占
め
る
女
性
の
割
合

③　

男
女
別
の
配
置
状
況

④　

男
女
別
の
将
来
の
人
材
育
成
を

目
的
と
し
た
教
育
訓
練
の
受
講
状

況

　
　

例
え
ば
、
管
理
職
の
養
成
に
向

け
た
選
抜
研
修
の
男
女
別
の
受
講

比
率
な
ど
を
把
握
す
る
こ
と
な
ど

が
該
当
し
ま
す
。

⑤　

男
女
別
の
継
続
雇
用
割
合

　
　
「
新
規
学
卒
者
等
」
と
し
て
雇

い
入
れ
た
者
を
対
象
と
し
て
把
握

し
ま
す
。

⑥　

男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率
・

平
均
取
得
期
間

女
性
活
躍
推
進
法
の
施
行
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⑦　

男
女
別
の
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
、
在
宅
勤
務
、
テ
レ
ワ
ー
ク
等

の
柔
軟
な
働
き
方
に
資
す
る
制
度

の
利
用
実
績

⑧　

有
給
休
暇
取
得
率

⑨　

各
職
階
の
労
働
者
に
占
め
る
女

性
労
働
者
の
割
合
及
び
役
員
に
占

め
る
女
性
の
割
合

⑩　

男
女
の
人
事
評
価
の
結
果
に
お

け
る
差
異

　
　

例
え
ば
、
人
事
評
価
の
評
価
段

階
ご
と
の
男
女
別
分
布
や
、
高
評

価
者
の
男
女
別
分
布
な
ど
が
該
当

し
ま
す
。

⑪　

男
女
別
の
職
種
若
し
く
は
雇
用

形
態
の
転
換
者
等
の
実
績

⑫　

男
女
別
の
非
正
社
員
の
キ
ャ
リ

ア
ア
ッ
プ
に
向
け
た
研
修
の
受
講

状
況

⑬　

男
女
の
賃
金
の
差
異

　
三
　
行
動
計
画
の
策
定
等

　

前
記
の
「
状
況
把
握
・
課
題
分
析
」

に
基
づ
い
て
、
自
社
の
課
題
解
決
に

向
け
た
行
動
計
画
を
策
定
し
、
都
道

府
県
労
働
局
へ
の
届
出
、
労
働
者
へ

の
周
知
、
外
部
へ
の
公
表
を
行
い
ま

す
。

　

行
動
計
画
に
は
、
次
の
項
目
を
盛

り
込
み
ま
す
。

①　

計
画
期
間

②　

数
値
目
標

③　

取
組
内
容

④　

取
組
の
実
施
時
期

　

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動

計
画
と
は
違
い
が
あ
り
ま
す
か
？

　

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

法
に
基
づ
く
行
動
計
画
は
、「
仕

事
と
子
育
て
の
両
立
」
の
た
め
の
行

動
計
画
で
あ
り
、
計
画
期
間
・
目
標

（
数
値
目
標
に
限
ら
な
い
）・
対
策
内

容
及
び
実
施
時
期
を
定
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ

く
行
動
計
画
は
、「
自
社
の
女
性
の

活
躍
の
状
況
把
握
・
課
題
分
析
を
行

っ
た
上
で
、
そ
の
結
果
を
勘
案
し
て

定
め
る
」
必
要
が
あ
り
、計
画
期
間
・

「
数
値
目
標
」・
取
組
内
容
及
び
実
施

時
期
を
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
両
者
に
は
「　

」
内
の
違
い
が
あ
り

ま
す
。）

　

両
法
律
に
定
め
る
要
件
を
満
た
し

て
い
れ
ば
、
両
法
律
に
基
づ
く
行
動

計
画
を
一
体
的
に
策
定
す
る
こ
と
は

可
能
で
す
。

　

計
画
は
、
策
定
後
に
遅
滞
な
く
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適

切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

自
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ほ
か
厚
生

労
働
省
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
開

設
す
る
「
女
性
活
躍
・
両
立
支
援
総

合
サ
イ
ト
」
の
利
用
も
で
き
ま
す
。

　
四
　
女
性
の
活
躍
に
関
す
る�

　
　
　
情
報
公
表

　
「
女
性
の
活
躍
に
関
す
る
情
報
公
表
」

と
は
、
女
性
の
職
業
選
択
に
資
す
る

よ
う
、
女
性
の
活
躍
に
関
す
る
情
報

（
女
性
労
働
者
の
割
合
、
男
女
別
の
競

争
倍
率
な
ど
所
定
の
事
項
）の
う
ち
、

事
業
主
が
適
切
と
考
え
る
も
の
を
公

表
す
る
も
の
で
あ
り
、「
三　

行
動
計

画
の
策
定
等
」
に
お
け
る
行
動
計
画

の
外
部
へ
の
公
表
と
は
異
な
る
取
り

組
み
で
す
。

　

公
表
に
当
た
っ
て
は
、
お
お
む
ね

一
年
に
一
回
以
上
、
公
表
し
た
日
を

明
ら
か
に
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
女

性
の
求
職
者
等
が
容
易
に
閲
覧
で
き

る
（
一
般
の
求
職
者
等
か
ら
見
て
、
ど

こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
が
分
か
る
）

よ
う
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
五
　
女
性
活
躍
加
速
化
助
成
金

　

女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
き
、
自

社
の
女
性
の
活
躍
に
関
す
る
「
数
値

目
標
」、
数
値
目
標
の
達
成
に
向
け

た
取
組
内
容
（「
取
組
目
標
」）
等
を

盛
り
込
ん
だ
「
行
動
計
画
」
を
策
定

し
、
計
画
に
沿
っ
た
取
組
を
実
施
し

て
「
取
組
目
標
」
を
達
成
し
た
事
業

主
お
よ
び
数
値
目
標
を
達
成
し
た
事

業
主
に
対
し
て
助
成
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

　

次
の
二
つ
の
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

①　

加
速
化
Ａ
コ
ー
ス

　
　
「
取
組
目
標
」
を
達
成
し
た
中

小
企
業
事
業
主
（
労
働
者
数
三
百

人
以
下
）
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
す
。

　
　

支
給
額
は
三
十
万
円
（
一
事
業

主
一
回
限
り
）と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②　

加
速
化
Ｎ
コ
ー
ス

　
　
「
取
組
目
標
」を
達
成
し
た
上
で
、

「
数
値
目
標
」
を
達
成
し
た
事
業

主
に
対
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
①

と
異
な
り
、
こ
ち
ら
は
全
て
の
事

業
主
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
　

支
給
額
は
三
十
万
円
（
一
事
業

主
一
回
限
り
）と
さ
れ
て
い
ま
す
。

QA



２月号─4

　労働者を雇い入れたときは、会社は、健
康診断や業務に関する安全又は衛生の教育
をすることとされています（労働安全衛生法）。
①　健康診断
　常時使用する労働者を雇い入れたとき
は、所定の項目について医師による健康
診断を実施します。
　健康診断を受けた後３か月を経過して
いない者を雇い入れたときは、その健康
診断の結果を証明する書面の提出によ
り、既に実施した項目の診断を省略する
ことができます。
　実施するのは「常時使用する労働者」
とされ、期間の定めのない契約で使用さ
れる者（１年以上の雇用見込みのある者
等を含む）であって、通常の労働者の４
分の３以上の労働時間で働くものが対象
とされます。

②　雇い入れ時の教育
　労働者を雇い入れたときには、安全又
は衛生に関する教育も行います。
　教育項目として、例えば次のものがあ
ります。
・業務に関して発生するおそれのある疾
病の原因及び予防
・整理、整頓及び清潔の保持
・事故時等における応急措置及び退避
※機械や有害物を取り扱う作業等に従事
する者については、上記事項のほかに
機械等の取り扱い方法、作業手順、安
全装置や保護具の性能や取り扱い、作
業開始時の点検等の教育を行います。

　①の健康診断は「常時使用する労働者」
を対象としますが、雇い入れ時の教育は、
臨時・短時間労働者なども含めたすべての
労働者に実施を要することが注意点です。
　雇い入れのときだけではなく、労働者の
作業内容を変更したときも、雇い入れ時の
教育と同内容の安全衛生教育を実施するこ
ととされています。

　労働保険料の納付方法の１つに「口座振
替納付」があります。
　この納付方法を選択した場合は、本来で
あれば７月10日までに納付すべき労働保
険料を、９月６日（土・日・祝日の場合に
はその後の最初の金融機関の営業日）に納
付すればよいこととなります。
　本来の納期限より後に納付することや、
納付手続にかかる手間を省きたいとお考え
の事業主の方には、利用のメリットがあり
ます。
　ただし、手続き期限には注意を要します。
　第１期分（７月10日納付分）から口座振
替を利用するときは２月25日までに金融
機関の窓口（都道府県労働局ではありませ
ん）に申込用紙を提出します。
　申込用紙や記入例は厚生労働省のホーム
ページからダウンロードすることができま
す。

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
被
保
険
者

で
あ
る
従
業
員
と
、
そ
の
被
扶
養
配

偶
者
の
住
所
を
確
認
す
る
た
め
事
業

主
に
対
し
「
住
所
一
覧
表
」
の
提
供

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
正
し
い
住
所
の
届
出
を
怠
っ
て
い

る
と
、「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
な
ど

の
重
要
な
書
類
が
届
か
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
変
更
手
続
き
を
行
っ
て

い
な
い
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
確
認
し
て
お
く

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
所
定
の
書
類
（
住
所
一
覧
表
提
供

申
出
書
）
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
変
更
す
る
者
が
い
る
場
合
は
、
被

保
険
者
ご
と
の
「
住
所
変
更
届
」
を

作
成
せ
ず
、
提
供
を
受
け
た
一
覧
表

に
朱
書
き
を
し
た
も
の
を
管
轄
す
る

年
金
事
務
所
に
提
出
し
、
簡
便
に
変

更
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

雇い入れ時の労働安全衛生

労働保険料の口座振替納付
住
所
一
覧
表
提
供
サ
ー
ビ
ス
（
年
金
）


